
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

AV 出演強要の被害 JK ビジネスの被害 

【事例】 

 街でスカウトにしつこく声をかけられ，

SNS の連絡先を交換した。その後，紹介し

てもらった事務所は，アダルトビデオへ女

優を派遣しているプロダクションだった。 

 インターネットで「高収入」，「アルバイト」

で検索して見つけた募集広告から応募した

ら，アダルトビデオの撮影だった。 

 知らない撮影現場に連れて行かれ，「無理で

す」と言っても，誰も聞いてくれず，出演

せざるを得なかった。 

【JK ビジネスとは】 

「JK＝女子高生」と称して商品化し，18歳

未満の女子高生等の性を売り物とする営業形

態の総称です。 
 

【事例】 

 SNS で，「学校帰り・週１回でも OK！」，

「お客様の隣でおしゃべりするだけ！」，

「男性スタッフ常駐なので，安心！」とい

うバイト募集広告を見つけた。面接に行く

と，店長に服を脱ぐように言われ，写真を

撮られたり，性行為を強要された。 

DV（配偶者等からの暴力）や性犯罪，ストーカー行為，売買春，人身取引，セクシュアル・ハラ

スメントなど，女性に対する暴力は重大な人権侵害であり，決して許されるものではありません。男

女共同参画社会を形成し，また，女性の活躍の場を更に広げていくためには，これらの暴力を根絶す

ることが大前提です。 

特に最近，若い女性が性的な被害を受ける問題が発生しています。このうち今回は「いわゆるアダ

ルトビデオ（AV）出演強要」と「JK ビジネス」の２つの問題を御紹介します。 

若年層を対象とした性的な暴力が発生しています 

©宮城県・旭プロダクション 

安心して相談できる窓口があります。困ったときは，まず相談してください。 

 宮城県共同参画社会推進課 犯罪被害者支援相談窓口 ☎０２２－２１１－３７８３ 

（ご相談の内容に応じて，対応することができる相談窓口を案内します。） 

 警察相談電話 ☎＃９１１０ 又は ☎０２２－２６６－９１１０ 

（どちらの電話番号にかけても同じ相談窓口につながります。） 

 宮城県警察 性犯罪被害相談電話 ☎０２２－２２１－７１９８ 

（性犯罪の被害等の相談に対応します。） 

【参考】内閣府男女共同参画局 

http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/avjk/index.html 

 

http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/avjk/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

毎年６月２３日から２９日までの 1 週間は，「男女共同参画週間」です。これは，平成１１年

６月２３日に「男女共同参画社会基本法」が公布・施行されたことにちなみ，設けられました。 

内閣府では毎年度「男女共同参画週間」キャッチフレーズを公募しており，平成２９年度は， 

「男で○，女で○，共同作業で◎。」に決まりました。 

発行 

宮城県 環境生活部 

共同参画社会推進課 
〒９８０－８５７０ 

仙台市青葉区本町三丁目８番１号 

T E L ０２２－２１１－２５６８ 

F A X ０２２－２１１－２３９２ 

メール danjyo@pref.miyagi.lg.jp 

女性のチカラを活かす企業認証制度 
◆◆◆現在の認証企業数◆◆◆ 
○ 認証企業    ３３１社 
○ ゴールド認証企業 ２４社 

（平成２９年６月１日現在） 

男女共同参画週間について 

http://www.pref.miyagi.jp/site/kyousha/ 

宮城県「みやぎの女性活躍促進拠点づくり」モデル事業 

“女性活躍促進相談ワンストップ窓口”を開設します！ 
 
この度，石巻地域において女性活躍の課題や進め方を検証する相談ワン

ストップ機能を兼ねたモデル事業を実施することになりました。「起業した

い」「子育てしながら働きたい」「家族の事を相談したい」など女性活躍や

男女共同参画の悩みの御相談を受け付けます。 
 

特定非営利活動法人石巻復興支援ネットワーク(石巻地区受託者) 

＜相談電話番号＞ ０８０－１６６４―２９３６ 

開設期間 平成２９年６月１５日から９月１５日まで(３か月) 

※週休日・祝日を除く 

開設時間 午前１０時から午後８時まで 

開設場所 特定非営利活動法人 石巻復興支援ネットワーク 

（石巻市元倉１－１８－２０） 
 

男性と女性が，職場で，学校で，地域で，家庭で，それ

ぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」を実

現するためには行政だけでなく，県民のみなさん一人ひと

りの取組が必要です。この「男女共同参画週間」を機に，

男女のパートナーシップについて考えてみませんか？ 

◆パネル展開催のお知らせ◆ 
 
県では，男女共同参画週間に合わせ，県庁１階ロビーに

てパネル展を開催します。会場では「男女共同参画・多様
な視点／防災・減災」に関するパネルを中心に掲載します。
ぜひお立ち寄りください。 

◆期間：平成２９年６月２６日（月）～６月３０日（金） 

◆場所：宮城県行政庁舎（仙台市青葉区本町３－8－1） 

第１回 ７月１３日（木）＠宮城県自治会館 

●講義１講師 (一社）GEN･J 田端八重子氏 

●講義２講師 大阪府立大学 増井香名子氏 

第２回 １０月１７日（火）＠宮城県庁 

●講義１講師 ウィメンズカウンセリング京都 

井上摩耶子氏 

●講義２講師 全国女性会館協議会 中村敏子氏 

詳しくは，県のホームページでお知らせします 

東日本大震災による女性の悩み･暴力相談事業 

行政機関等相談員研修開催のお知らせ 

県からのお知らせ 


